
2026年度花巻市団体旅行貸切バスツアー支援事業補助金(国内発着ツアー)の概要

1 補助対象者 事業の流れ

　旅行業法（昭和27年法律第239号）第3条の規定に基づく登録

を受けている旅行業者 ① 補助金交付申請 ⇒

（様式第１号）

2 対象となる旅行区分

受注型企画旅行、手配型旅行、募集型企画旅行

3 対象となるツアーの期間 ◎添付書類

第１期　2026年5月15日（金）～ 2026年7月15日（水） ・旅行行程表、企画書等

第２期　2026年9月1日（火）～ 2026年9月30日（水） ・ツアーチラシ

第３期　2026年12月15日（火）～ 2027年3月15日（月） （募集型の場合）

※上記に定める期間中に花巻市内の宿泊施設に１泊以上宿泊すること。

4 補助要件 ② ← 交付決定通知

(1) 往復ともに貸切バスを使用した団体旅行であり、バス1台

あたりの乗車人数が20人以上（添乗員、運転手、ガイド等

の乗務員は除く）であること。 ③ ツアー催行

(2) ツアーの発着地が岩手県以外の地域であること。

(3) 上記に定める期間中に花巻市内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。

補助金交付請求書 ⇒

5 補助額 貸切バス1台につき10,000円 （様式第３号）

※1申請者当たりの上限は200,000円（20台分） 事業実施報告書 ⇒

（様式第４号）

6 申請受付期間　2026年4月1日(水) ～ 2027年3月8日(月) 宿泊証明書 ⇒

※2027年3月31日までに終了する団体旅行が対象です （様式第５号）

7 お問い合わせ先　　商工観光部観光課

電話　　0198-41-3542

メール　kanko@city.hanamaki.iwate.jp ⑤ ← 補助金交付
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※ツアー終了日の翌日か

ら起算して60日以内

※ツアー出発日から起算

して7日前まで

市役所

④


